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(57)【要約】
【課題】複数のフレーム周波数で映像出力可能であり且
つ再生中不意に映像信号が断続することを避けることが
できる再生装置を提供する。
【解決手段】60Hz期間、24Hz期間が混在した混在信号を
映像出力する再生装置であって、出力を60Hzに固定する
「固定モード」と出力を60Hzか24Hzかに変更できる「可
変モード」との何れかを動作モードに設定するモード設
定部16と、可変モードで信号を出力している期間に、出
力を60Hz/24Hzの何れかに変更する指示をユーザから受
付ける出力周波数設定部18と、出力を24Hzに変更する指
示が受付けられた場合、60Hz期間及び24Hz期間の信号を
60Hzで出力する第1態様の映像出力から60Hz期間及び24H
z期間の信号を24Hzで出力する第2態様の映像出力へ切替
え、出力を60Hzに変更する指示が受付けられた場合、第
2態様から第1態様へ映像出力を切替えるスイッチ制御回
路19とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム周波数が第１フレーム周波数である期間と第２フレーム周波数である期間とが
混在した混在映像信号を表示装置へ映像出力する再生装置であって、
　(a)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数に固定する固定モー
ドと、(b)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数か前記第２フレ
ーム周波数かに変更できる可変モードとの何れかを、ユーザの選択に応じて、自装置の動
作モードとして設定するモード設定手段と、
　前記混在映像信号の第１フレーム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数のまま出
力し、第２フレーム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数の映像信号に変換して出
力する第１態様の映像出力と、前記混在映像信号の第２フレーム周波数期間の映像信号を
第２フレーム周波数のまま出力し、第１フレーム周波数期間の映像信号を第２フレーム周
波数の映像信号に変換して出力する第２態様の映像出力とを、選択的に切り替える切替手
段と、
　前記動作モードが可変モードに設定された状態で、前記表示装置へ映像信号を出力して
いる期間において、出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数及び前
記第２フレーム周波数の何れか一方から他方に変更する旨の指示をユーザから受け付ける
変更受付手段とを備え、
　前記切替手段は、出力する映像信号のフレーム周波数を第２フレーム周波数に変更する
旨の指示が受け付けられた場合、実行中の映像出力を前記第１態様の映像出力から第２態
様の映像出力へ切り替え、出力する映像信号のフレーム周波数を第１フレーム周波数に変
更する旨の指示が受け付けられた場合、実行中の映像出力を前記第２態様の映像出力から
第１態様の映像出力へ切り替える
ことを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　第１フレーム周波数の映像信号を可変モードで出力すると表示装置における表示に乱れ
が生じる可能性がある旨をユーザに警告すると共に、ユーザに動作モードの選択を求める
グラフィクスユーザインターフェイスを生成し、表示装置に表示させるGUI生成手段をさ
らに備え、
　前記モード設定手段は、前記グラフィクスユーザインターフェイスを介して、固定モー
ド及び可変モードの何れかの選択をユーザから受け付ける
ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　GUI生成手段はさらに、前記動作モードが可変モードに設定された場合、出力するフレ
ーム周波数を前記第１フレーム周波数にするか、前記第２フレーム周波数にするかの指示
を求める受付用グラフィクスユーザインターフェイスを、前記表示装置へ映像信号を出力
している期間になされたユーザの要求に応じて生成し、
　前記変更受付手段は、前記受付用グラフィクスユーザインターフェイスを介して、前記
変更指示を受け付ける
ことを特徴とする請求項２に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記受付用グラフィクスユーザインターフェイスは、ユーザ操作に応じて切り替わる第
１画面状態、及び第２画面状態の２つの画面状態を有し、前記GUI生成手段による生成時
には、前記第１画面状態で生成され、
　前記第１画面状態では、出力する映像信号を前記第１フレーム周波数に変更する指示を
受け付け、
　前記第２画面状態では、出力する映像信号を前記第２フレーム周波数に変更する指示を
受け付ける
ことを特徴とする請求項３に記載の再生装置。
【請求項５】
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　前記GUI生成手段はさらに、表示装置における表示に乱れが生じる可能性がある旨をユ
ーザに警告するグラフィクスユーザインターフェイスを、前記動作モードが可変モードに
設定された状態で、前記第１フレーム周波数期間の映像信号が第２フレーム周波数の映像
信号に変換されて出力されている期間において生成し、表示装置に表示させる
ことを特徴とする請求項２に記載の再生装置。
【請求項６】
　前記混在映像信号の第１フレーム周波数期間の映像信号に重複フィールドが含まれるか
否かを判定する映像種別判別回路と、
　前記第１フレーム周波数期間の映像信号に重複フィールドが含まれる場合、前記第１フ
レーム周波数期間における映像信号のうち、１の重複フィールドの次のフィールドから前
記１の重複フィールドの次の重複フィールドまでを、２つのフレームを構成するフィール
ドに分類する走査変換回路と、
　前記混在映像信号の第１フレーム周波数期間の映像信号を第２フレーム周波数の映像信
号に変換する際に、前記走査変換回路において前記２つのフレームを構成するものとして
分類したフィールド群を、前記第２フレーム周波数の映像信号の２つのフレームに変換す
るフレーム周波数変換回路とを更に備える
ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項７】
　接続相手となる前記表示装置が、前記第１フレーム周波数の映像信号を表示できる第１
表示能力のみを具備しているか、又は、前記第１表示能力、並びに、前記第２フレーム周
波数の映像信号を表示できる第２表示能力の両方を具備しているかを判定する判定手段を
更に備え、
　前記モード設定手段による前記設定は、前記判定手段において、前記表示装置が両方の
表示能力を具備していると判定された場合になされる。
ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項８】
　前記再生装置は、所定のインターフェイスを介して表示装置と接続されており、
　前記判定手段は、前記所定のインターフェイスを介して、映像規格に関する情報を、前
記表示装置から取り出して、当該映像規格に関する情報に基づき前記判定を行う
ことを特徴とする請求項７に記載の再生装置。
【請求項９】
　記録された映像情報の読み出しにより混在映像信号が得られる第１の種類の記録媒体に
係る第１読出手段と、
　記録された映像情報の読み出しにより第１フレーム周波数及び第２フレーム周波数の何
れかのフレーム周波数の映像信号が得られる第２の種類の記録媒体に係る第２読出手段と
を更に備え、
　前記モード設定手段による設定、及び、前記変更受付手段による受け付けは、前記第１
読出手段により映像情報が読み出された場合に実行される
ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項１０】
　フレーム周波数が第１フレーム周波数である期間と第２フレーム周波数である期間とが
混在した混在映像信号を表示装置へ映像出力する再生装置であって、
　(a)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数に固定する固定モー
ドと、(b)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数か前記第２フレ
ーム周波数の整数倍の第３フレーム周波数かに変更できる可変モードとの何れかを、ユー
ザの選択に応じて、自装置の動作モードとして設定するモード設定手段と、
　前記混在映像信号の第１フレーム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数のまま出
力し、第２フレーム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数の映像信号に変換して出
力する第１態様の映像出力と、前記第３フレーム周波数での表示を表示装置に命じた上で
、前記混在映像信号の第１フレーム周波数期間の映像信号、及び、第２フレーム周波数期
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間の映像信号を、前記第３フレーム周波数の映像信号に変換して出力する第２態様の映像
出力とを切り替える切替手段と、
　前記動作モードが可変モードに設定された状態で、前記表示装置へ映像信号を出力して
いる期間において、出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数及び前
記第３フレーム周波数の何れか一方から他方に変更する旨の指示をユーザから受け付ける
変更受付手段とを備え、
　前記切替手段は、出力する映像信号のフレーム周波数を第３フレーム周波数に変更する
旨の指示が受け付けられた場合、実行中の映像出力を前記第１態様の映像出力から第２態
様の映像出力へ切り替え、出力する映像信号のフレーム周波数を第１フレーム周波数に変
更する旨の指示が受け付けられた場合、実行中の映像出力を前記第２態様の映像出力から
第１態様の映像出力へ切り替える
ことを特徴とする再生装置。
【請求項１１】
　前記第３フレーム周波数とは、２４Ｈｚの整数倍であり、
　第１フレーム周波数、及び第２フレーム周波数の映像信号を、フレーム周波数が２４Ｈ
ｚの整数倍の映像信号に変換して出力するフレーム周波数変換回路を更に備える
ことを特徴とする請求項１０に記載の再生装置。
【請求項１２】
　フレーム周波数が第１フレーム周波数である期間と第２フレーム周波数である期間とが
混在した混在映像信号を表示装置へ映像出力する再生装置における再生方法であって、
　前記再生装置は、前記混在映像信号の第１フレーム周波数期間の映像信号を第１フレー
ム周波数のまま出力し、第２フレーム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数の映像
信号に変換して出力する第１態様の映像出力と、前記混在映像信号の第２フレーム周波数
期間の映像信号を第２フレーム周波数のまま出力し、第１フレーム周波数期間の映像信号
を第２フレーム周波数の映像信号に変換して出力する第２態様の映像出力とを、選択的に
切り替える切替手段を備え、
　前記再生方法は、
　(a)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数に固定する固定モー
ドと、(b)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数か前記第２フレ
ーム周波数かに変更できる可変モードとの何れかを、ユーザの選択に応じて、前記再生装
置の動作モードとして設定するモード設定ステップと、
　前記動作モードを可変モードに設定した状態で、前記再生装置から前記表示装置へ映像
信号を出力している期間において、出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレー
ム周波数及び前記第２フレーム周波数の何れか一方から他方に変更する旨の指示をユーザ
から受け付ける変更受付ステップと、
　出力する映像信号のフレーム周波数を第２フレーム周波数に変更する旨の指示が受け付
けられた場合、前記切替手段が実行中の映像出力を前記第１態様の映像出力から第２態様
の映像出力へ切り替え、出力する映像信号のフレーム周波数を第１フレーム周波数に変更
する旨の指示が受け付けられた場合、前記切替手段が実行中の映像出力を前記第２態様の
映像出力から第１態様の映像出力へ切り替える切替ステップと
を含むことを特徴とする再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像出力技術の技術分野に属する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　映像出力技術とは、記録媒体に記録された映像信号や、伝送路で伝送される映像信号の
再生を行い、再生装置のモード設定に応じた走査方式の映像信号を出力するという技術で
ある。
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　従来、そのような映像出力はテレビ受像器で再生出来るよう６０フレーム/秒（もしく
は６０／１．００１フレーム/秒）で出力されていた。しかし、近年、映画で使用されて
いるフレーム周波数をそのまま使用できる２４フレーム/秒（もしくは２４／１．００１
フレーム／秒）対応のモニタやプロジェクタ、またはコンピュータ用モニタ等が普及する
に伴い、映画素材由来の映像信号については、２４フレーム/秒のフレーム周波数で出力
することが新たな傾向になっている。
【０００３】
　再生装置から何れのフレーム周波数の映像信号を出力するかは、装置の状態設定による
。この状態設定は、メーカからの出荷時に初期設定がなされ、メニュー等のグラフィクス
ユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を介して、ユーザが自在に変化することができる。
　例えば、特許文献１には、ユーザが積極的な意思をもって再生装置の動作モードを、再
生途中のフレーム周波数の切り換えが発生し得る非連続モードにした際にのみ、再生され
る映像信号の本来のフレーム周波数に応じて、６０フレーム／秒と２４フレーム／秒とに
切り替えて映像出力を行うBDプレーヤを開示している。
【０００４】
　再生装置と表示装置との接続にHDMI規格（HDMI:High Definition Multimedia Interfac
e）等、装置間で同期してデータを受け渡しを行う接続が用いられる場合には、再生途中
のフレーム周波数の切り換えが発生すると装置間で再同期が必要となるため、その間、映
像出力が停止することになる。しかし、特許文献１に開示のものでは、６０フレーム／秒
と２４フレーム／秒との信号混在時の再生途切れの可能性をユーザに周知させた上で、非
連続モードの選択を行わせるので、再生時に再同期による画像の乱れ等が生じたとしても
、商品苦情に発展することは希になる。
【特許文献１】特開２００６－２２２９３８号公報（第１図）
【非特許文献１】Ｈｉ－Ｖｉ誌　２００７年９月号　１１８Ｐ－１２３Ｐ（ステレオサウ
ンド社）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、BD－ROM規格では、１つのプレイリストを構成する映像データのフレーム周
波数を一定にするよう規定されている。そのため、特許文献１のBDプレーヤでは、たとえ
非連続モードに設定がなされたとしても、本編映像を構成するような１つのプレイリスト
の再生中には、フレーム周波数の切り替えに伴う再同期のための画像の中断が発生するこ
とがない。
【０００６】
　それに対して、DVD-Video規格では、１つのプレイリストを構成する映像データのフレ
ーム周波数を一定にすることが定められていないため、１つのプレイリスト中で、フレー
ム周波数が２４フレーム／秒の部分と６０フレーム／秒の部分とが混在しているものも存
在しえる。特に近年、DVD-Videoにおいても、映画素材と同様の２４フレーム／秒のフレ
ーム周波数のままで映像信号を記録することで、画質の向上が求められる傾向がある。そ
のため、本編映像を構成する１つのプレイリスト中で異なるフレーム周波数が混在したも
のが供給される可能性が高い。
【０００７】
　このような状況で特許文献１に開示の技術をDVDプレーヤに適用した場合、本編映像を
構成する１つのプレイリストの再生中であっても、映像信号のフレーム周波数が頻繁に変
化する可能性があり、それに伴い画像断続の発生が飛躍的に増大する恐れがある。この様
な事態は技術知識の乏しい初心者にとっては理解しにくいものであり、新たな商品苦情に
繋がることが危惧されている。
【０００８】
　本発明の目的は、複数のフレーム周波数での映像出力も可能でありながら、再生中に映
像信号が断続することによる商品苦情の発生を避けることができる再生装置、及び再生方
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法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため本発明に係る再生装置は、フレーム周波数が第１フレーム周波
数である期間と第２フレーム周波数である期間とが混在した混在映像信号を表示装置へ映
像出力する再生装置であって、(a)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレー
ム周波数に固定する固定モードと、(b)出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フ
レーム周波数か前記第２フレーム周波数かに変更できる可変モードとの何れかを、ユーザ
の選択に応じて、自装置の動作モードとして設定するモード設定手段と、前記混在映像信
号の第１フレーム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数のまま出力し、第２フレー
ム周波数期間の映像信号を第１フレーム周波数の映像信号に変換して出力する第１態様の
映像出力と、前記混在映像信号の第２フレーム周波数期間の映像信号を第２フレーム周波
数のまま出力し、第１フレーム周波数期間の映像信号を第２フレーム周波数の映像信号に
変換して出力する第２態様の映像出力とを、選択的に切り替える切替手段と、前記動作モ
ードが可変モードに設定された状態で、前記表示装置へ映像信号を出力している期間にお
いて、出力する映像信号のフレーム周波数を前記第１フレーム周波数及び前記第２フレー
ム周波数の何れか一方から他方に変更する旨の指示をユーザから受け付ける変更受付手段
とを備え、前記切替手段は、出力する映像信号のフレーム周波数を第２フレーム周波数に
変更する旨の指示が受け付けられた場合、実行中の映像出力を前記第１態様の映像出力か
ら第２態様の映像出力へ切り替え、出力する映像信号のフレーム周波数を第１フレーム周
波数に変更する旨の指示が受け付けられた場合、実行中の映像出力を前記第２態様の映像
出力から第１態様の映像出力へ切り替えることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　課題を解決するための手段に記載の構成により、本発明に係る再生装置は、第１フレー
ム周波数、及び第２フレーム周波数の何れによる映像出力も可能でありながら、出力する
再生周波数が第１フレーム周波数か第２フレーム周波数かに選択的に固定されるので、映
像再生中に入力信号のフレーム周波数が変化したとしても、表示装置において再生中の画
像が不意に途切れる事がない。また、再生装置に第２フレーム周波数の映像出力を許可す
る際には、ユーザが積極的な意思をもって指示する必要があり、且つ、再生中に出力周波
数を第１フレーム周波数へ容易に再変更できるので、万一第１フレーム周波数の映像が第
２フレーム周波数に変換して出力されることで画質が劣化したとしても、商品苦情に発展
することは希になる。
【００１１】
　そのため第２のレーム周波数の再生を実現できる環境に、再生装置が置かれた場合、再
生装置及び表示装置が具備する能力を如何なく発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
　（第１実施形態）
　先ず始めに、本発明に係る再生装置の実施行為のうち、使用行為についての形態を説明
する。図１は、本発明に係る再生装置の、使用行為についての形態を示す図である。図１
において、本発明に係る再生装置は再生装置２００であり、リモコン３００、ハイブリッ
ドモニタ４００、６０Ｈｚ専用モニタ５００により形成されるホームシアターシステムに
おいて用いられる。
【００１３】
　再生装置２００は、光ディスク１に記録されている映像信号を再生する。再生装置によ
る映像出力には、６０フレーム／秒のプログレッシブ映像信号（以下６０Ｈｚプログレッ
シブ映像信号という）、及び２４フレーム／秒のプログレッシブ映像信号（以下２４Ｈｚ
プログレッシブ映像信号という）がある。この再生装置は、ディジタル出力端子を有して
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おり、ＨＤＭＩコネクタを介して、これらの映像信号をハイブリッドモニタ４００、６０
Ｈｚ専用モニタ５００に送り込む。
【００１４】
　光ディスク１としては、映画等の映像作品を記録したＢＤ－ＲＯＭディスクや、ＤＶＤ
－Ｖｉｄｅｏディスク等を用いることができる。本実施形態では、本発明に特徴的な再生
制御により、再生時に優れた効果が得られるＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスクを光ディスク１
として用いる場合について説明する。
　ハイブリッドタイプのモニタ４００は、６０レーム／秒プログレッシブ映像信号、２４
フレーム／秒プログレッシブ映像信号を表示することができる。
【００１５】
　６０Ｈｚ専用モニタ５００は、６０レーム／秒プログレッシブ映像信号を表示すること
ができる。
　以上が本発明に係る再生装置の使用行為を示す図である。
　続いて本発明に係る再生装置の生産行為の形態について説明する。本発明に係る再生装
置は、図２における内部構成図に基づき、工業的に生産することができる。
【００１６】
　図２は、第１の実施形態に於ける再生装置のブロック図である。本図において、再生装
置は、光ピックアップ２、モーター３、復調回路４、映像種別判別回路５、映像復調回路
６、２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７、走査変換回路８、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９、
スイッチ１０、出力設定ＧＵＩ加算部１１、ディジタル変換回路１２、ＨＤＭＩ端子１３
、表示能力判定部１４、再生設定部１５、モード設定部１６、モード設定ＧＵＩ生成部１
７、出力周波数設定部１８、スイッチ制御回路１９から構成される。これらの構成要素の
うち、ＨＤＭＩ端子１３を除く復調回路４からスイッチ制御回路１９までの部分は、1つ
のシステムL S Iとして集積される。
【００１７】
　＜ 光ディスク１＞ 
　光ディスク１は、ＭＰＥＧ２方式（ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ. ２６２／ＩＳＯ／ＩＥＣ１３
８１８－２）で圧縮された映像信号が記録されたＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏである。
　光ディスク１に記録された映像信号には、プログレッシブ映像信号、インタレース映像
信号、及びプルダウン映像信号の３種類の映像信号が存在する。図３は、光ディスク１に
記録される３種類の映像信号を示す図である。
【００１８】
　プログレッシブ映像信号は、フィルム撮像された映像信号が信号源となっている映像信
号であり、図３の３－１段に示すような、2 4フレーム／秒のフレームn , n + 1 , n + 2
 , n + 3からなる。
　インタレース映像信号は、主にはビデオカメラで撮像された信号が信号源となっており
、図３の３－２段に示すような３０フレーム／秒、６０フィールド／秒置きに出現するフ
ィールドｏｄｄ、ｅｖｅｎ、ｏｄｄ、ｅｖｅｎ、ｏｄｄ、ｅｖｅｎ、ｏｄｄ、ｅｖｅｎか
らなる。
【００１９】
　プルダウン映像信号は、２４フレーム／秒の映像を構成する信号源から各フレームを交
互に２フィールドと３ フィールドとに変換するという３－２プルダウン変換で得られた
信号である。プルダウン映像信号は、図３の３－３段に示すように３０フレーム／秒、６
０フィールド／秒毎に出現するフィールドｎ　ｏｄｄ、ｎ　ｅｖｅｎ、ｎ　ｏｄｄ、ｎ＋
１　ｅｖｅｎ、ｎ＋１　ｏｄｄ、ｎ＋２　ｅｖｅｎ、ｎ＋２　ｏｄｄ、ｎ＋２　ｅｖｅｎ
からなる。
【００２０】
　またディスク１には、圧縮された映像信号が順次走査されているか飛び越し走査されて
いるかを示すフラグが、映像信号と共に記録されている。このようなフラグは、映像信号
のフレーム又はフィールド単位に重畳されており、映像信号がこれらの何れの種類である
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かを示す。従って、各フレーム又はフィールドに重畳されたフラグを参照することにより
、１つのＡＶファイルの再生中に映像信号の種類が別のものに変化したとしても、その種
類がどのようなものであるかを再生装置は知得することができる。
【００２１】
　実際の映画では、本編の他に、カットシーン、インタビュー映像、メイキング映像とい
ったものが記録されているが、これらは、それぞれプログレッシブ映像信号、インタレー
ス映像信号、プルダウン映像信号というように、種類がバラバラになっていることが殆ど
である。また、編集の都合上、映画の本編を構成する１つのＡＶファイルにおいて、プロ
グレッシブ映像信号、インタレース映像信号、プルダウン映像信号の映像が混合して存在
することがある。このようなプログレッシブ映像信号、インタレース映像信号、プルダウ
ン映像信号がそれぞれ混在した本編映像である１つのＡＶファイルの再生する場合、図４
に示すように、ＡＶファイルの読み出しにより得られる信号のフレーム周波数が２４Ｈｚ
である期間と、６０Ｈｚである期間とが生じる。以上がディスク１についての説明である
。
【００２２】
　＜ピックアップ２、モーター３、復調回路４＞ 
　ピックアップ２は、ＤＶＤ用ピックアップ２ａ、及びＢＤ用ピックアップ２ｂからなり
、ディスク１に記録された信号を電気的信号に変換する。読み出し時に何れのピックアッ
プにより読み出しが可能であったかは、再生設定部１５へ通知される。
　モーター３は、ディスク１を再生に適した速度で回転させる。
【００２３】
　復調回路４は、ピックアップ２の変換により電気信号を復調して、ビット列を得る。こ
のビット列に対し誤り訂正などを行い、圧縮映像信号や再生に必要な付帯情報を出力する
。
　＜映像種別判別回路５＞ 
　映像種別判別回路５は、復調回路４の出力と、映像復調回路６の出力とから、各フレー
ム若しくはフィールド毎に重畳された上述したフラグの値を参照して、ディスク１から再
生された映像信号が、プログレッシブ映像信号であるか、インタレース映像信号であるか
、プルダウン映像信号であるかを判別し、結果を走査変換回路８、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変
換回路９、及びスイッチ制御回路１９へ通知する。
【００２４】
　具体的には、映像種別判別回路５は、復調回路４の出力に重畳されている映像信号が順
次走査されているか飛び越し走査されているかを示すフラグを読み込み、フラグが順次走
査を示している場合には映像信号がプログレッシブ映像信号であると判別する。一方、フ
ラグが飛び越し走査を示している場合には、映像復調回路６で映像信号に復調された信号
の周期性により、映像信号がインタレース映像信号かプルダウン映像信号かを判別する。
以下、信号の周期性に基づく、インタレース映像信号かプルダウン映像信号かの判別の詳
細について説明する。
【００２５】
　＜映像種別判別回路５の詳細　インタレース映像信号、プルダウン映像信号の判別＞ 
　図５の５－１段は、プルダウン映像信号を示す。３－２プルダウン方式の特徴は、５フ
ィールドに1回重複フィールドが存在する点である。この重複フィールドとは、２フィー
ルド前と同じ内容をもつフィールドである。
　映像種別判別回路５は、入力された映像信号を２フィールド分遅延させた遅延信号を生
成する。図５の５－２段は、プルダウン映像信号を２フィールド分遅延させた遅延信号を
示す。
【００２６】
　遅延信号を生成した映像種別判別回路５は、入力された映像信号と、遅延信号との対比
により、５フィールドに１度一致するフィールド、即ち重複フィールドの有無を判定する
。重複フィールドが発見された場合、入力された映像信号はプルダウン映像信号であり、
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この時、映像種別判別回路５は、５－３段に示すような一致したフィールドを示す信号を
生成する。このように入力された映像信号と遅延信号との一致が５フィールドに１度発生
するか否かに基づいて、映像種別判別回路５はインタレース映像信号とプルダウン映像信
号を区別する。こうして得られた入力映像信号がプルダウン映像信号であるか否かの判定
結果を、映像種別判別回路５ は、映像種別として走査変換回路８と６０Ｈｚ-２４Ｈｚ変
換回路９とに通知する。
【００２７】
　＜ 映像復調回路６＞ 
　映像復調回路６は、復調回路４から出力される圧縮映像信号を復調してディジタル映像
信号を得る。映像復調回路６で復調されたディジタル映像信号はスイッチ１０のａ接点と
、２４Ｈｚ-６０Ｈｚ変換回路７と走査変換回路８とに入力される。
　＜２４Ｈｚ-６０Ｈｚ変換回路７＞ 
　２４Ｈｚ-６０Ｈｚ変換回路７は、２４フレーム／秒で記録されたプログレッシブ映像
信号を６０Ｈｚプログレッシブ映像信号に変換し、スイッチ１０のｂ接点に出力する。図
３の３－４段、３－５段は、２４Ｈｚ-６０Ｈｚ変換回路７の処理手順を示す。２４Ｈｚ-
 ６０Ｈｚ変換回路７は、図３の３－４段に示すようなプログレッシブ映像信号の各フレ
ームのうちフレームｎ、ｎ＋２を、３つのフィールドに変換する。フレームｎ＋１、ｎ+
３ を、２つのフィールドに変換する。これによって、３－５段に示すような６０Ｈｚプ
ログレッシブ映像信号が得られる。
【００２８】
　＜ 走査変換回路８＞ 
　走査変換回路８は、映像復調回路６から出力された映像信号のうち飛び越し走査されて
いる映像信号を、順次走査された６０Ｈｚプログレッシブ映像信号に変換し、スイッチ１
０のｃ接点と６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９に出力する。ここで映像復調回路６から入力
された飛び越し走査されている映像信号が、プルダウン映像信号である場合とプルダウン
映像信号でない場合とで異なるアルゴリズムによる走査変換が実施される。図５を参照し
ながら、プルダウン映像信号を６０Ｈｚプログレッシブ映像に変換するアルゴリズムにつ
いて説明する。
【００２９】
　入力信号がプルダウン映像信号である場合の走査変換回路８の出力を５－４段に示す。
走査変換回路８は、重複フィールド位置から、３－２プルダウン変換が施される前の２４
フレーム／秒の信号源でのフレームの切れ目を検出し、それに伴って、変換前信号源での
フレーム毎にフィールドを結合させる。
　例えば図５の５－３に示すように、フィールド重複信号が出力された場合、このフィー
ルド重複信号の出力タイミングが変換前信号源でのフレームｎ、フレームｎ＋２の切れ目
であるとして、各フィールド重複信号が出力された後から次のフィールド重複信号が出力
されるまでの５つのフィールドを、変換前信号源での２つのフレームを構成するものとし
て分類する。これにより５－１段に示すプルダウン映像信号から５－４段に示すような、
フレームｎ、ｎ、ｎ、ｎ＋１、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋２、ｎ＋２、ｎ＋３、ｎ＋３という
プログレッシブ映像信号の変換出力を得る。
【００３０】
　尚、入力信号がプルダウン映像信号ではない場合における走査変換回路８の入出力を５
－６、５－７段に示す。入力信号が、５－６段に示すようなインタレース映像信号であれ
ば、走査変換回路８の変換により、５－７段に示すような６０Ｈｚプログレッシブ映像信
号が得られる。
　このように飛び越し走査されている映像信号には、フィルム素材を３－２プルダウン変
換することで得られたものと、ビデオカメラ素材であるものとの２種類が存在する。走査
変換回路８に入力されてくる飛び越し走査されている映像信号が、この２種類のうちどち
らであるかは、映像種別判別回路５による種類判別の結果を待たないと判らない。そのた
め、先ず飛び越し走査されている映像信号を走査変換回路８に入力しておき、その後、映
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像種別判別回路５による種別判別の結果が下された後に、かかる映像信号に対して信号種
別に応じたアルゴリズムを施すよう走査変換回路８において処理を切り換える。
【００３１】
　＜６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９＞ 
　６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９は、走査変換回路８から出力された６０フレーム／秒の
プログレッシブ映像信号を２４フレーム／秒の映像信号に変換し、スイッチ１０のｄ接点
に出力する。具体的にいうと、映像種別がプルダウン映像である場合には、図５の５－４
に示すような走査変換回路８の出力を６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９は、図５の５－５段
に示すように、２４フレーム／秒の映像信号に変換する。前述した様に、プルダウン映像
信号とは、元２４フレーム／秒の映像を構成する信号源の各フレームを交互に２フィール
ドと３フィールドとに変換したものであるから、この場合には、３－２プルダウン変換前
の元の２４フレーム／秒の映像信号に戻されたことになる。
【００３２】
　３－２プルダウンでは、変換前信号源の１のフレームに由来する連続した３フレームの
出力と、変換前信号源の次の１のフレームに由来する連続した２フレーム出力とが繰り返
されるので、映像の動きがぎこちなくなる。この動きのぎこちなさを解消するためには、
上述した走査変換回路８、及び６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９による変換が必要になる。
　また、映像信号がインタレース信号である場合には図５の５－８段に示される様に、２
４フレーム/秒の信号に変換されるが、元の信号は60フレーム/秒であるので、図５の５－
７段に示す元の映像からフレーム番号の、ｎ，ｎ＋１、ｎ＋３、ｎ＋４、ｎ＋５、ｎ＋６
、ｎ＋７、ｎ＋８、ｎ＋９のフレームが間引かれ、図５の５－８段に示す様にｎ，ｎ＋２
、ｎ＋５、ｎ＋７のみが出力される事になる。このためインタレース映像信号が変換され
た２４Ｈｚプログレッシブ映像信号は、フレームが間引かれて不自然な動きの映像になる
。
【００３３】
　＜ スイッチ１０＞ 
　スイッチ１０は、ａ接点, ｂ接点, ｃ接点, ｄ接点,ｅ接点のどれかと接続することに
より、映像復調回路６の出力、２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７の出力、走査変換回路８の
出力、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９の出力、モード設定ＧＵＩ生成部１７の出力を選択
的に出力設定ＧＵＩ加算部１１に出力する。
【００３４】
　＜出力設定ＧＵＩ加算部１１＞ 
　出力設定ＧＵＩ加算部１１は、ＧＵＩ生成手段の一つであって、出力周波数設定部１８
からの指示によって、映像信号出力をビデオレート及びフィルムレートの何れで行うかの
選択をユーザに求める為のＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）グラフィクス
を生成し、スイッチ１０から入力される映像信号に生成したＯＳＤグラフィックスを付加
して、ディジタル変換回路１２に出力する。
【００３５】
　＜ディジタル変換回路１２＞
　ディジタル変換回路１２は、出力設定ＧＵＩ加算部１１から入力された２４フレーム／
秒プログレッシブ映像信号、６０フレーム／秒プログレッシブ映像信号の何れかの映像信
号に対して、ＨＤＭＩ形式のディジタル映像信号変調を行い、端子１３を介して変調結果
をモニタ４００又は５００に出力する。これにより映像信号が出画される。
【００３６】
　＜ 端子１３＞
　端子１３は、ＨＤＭＩ規格（ ＨＤＭＩ：Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）に準拠した端子であり、その中にはディジタル変調
された映像信号伝送路と共に、ＶＥＳＡ／Ｄ－ＤＤＣ及びＥＩＡ／ＣＥＡ８６１－Ｂ両規
格で規定される相互通信用のシリアル伝送路が含まれている。端子１３には、モニタ４０
０、若しくは５００が接続される。モニタ内部にはＲＯＭがあり、その中に、モニタの表
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示可能映像規格に関する情報（EDID）が格納されているので、上述したシリアル伝送路を
介して、このＲＯＭに格納された表示可能映像規格に関する情報を読み出すことができる
。
【００３７】
　＜表示能力判定部１４＞ 
　表示能力判定部１４は、“モニタの表示可能映像規格に関する情報（EDID）”をモニタ
内部に存在するＲＯＭから、上述したシリアル伝送路を介して取り出して、この表示可能
映像規格情報に基づき接続相手となるモニタが、ハイブリッドモニタ４００であるか、６
０Ｈｚ専用モニタ５００であるかを判定する。そしてその判定結果をスイッチ制御回路１
９とモード設定部１６に通知する。
【００３８】
　＜再生設定部１５＞ 
　再生設定部１５は、ユーザにより入力された指示に応じて装置の動作モード設定、及び
ディスク１の再生に関わる各ブロックの制御を指示する。
　ユーザから装置の動作モード設定が指示された場合には、モード設定部１６の動作を能
動状態にし、後述する手続きによって、ユーザに選択に応じ動作モードをフィルムレート
許可モード、及びフィルムレート不許可モードの何れかにを設定させる。
【００３９】
　ユーザからディスク再生が指示された場合には、再生設定部１５はピックアップ２、モ
ーター３を制御して光ディスク１から信号読み出しを開始させる。この時、ピックアップ
２からＤＶＤ用ピックアップ２ａを用いて信号が読み出されたことが通知されると、出力
周波数設定部１８を能動状態にし、後述する手続きによって、ユーザ操作に応じて映像信
号出力周波数を２４フレーム／秒（フィルムモード）及び６０フレーム／秒（ビデオモー
ド）の何れか一方から他方へ変更できる様にする。
【００４０】
　＜モード設定部１６・モード設定ＧＵＩ生成部１７＞ 
　モード設定ＧＵＩ生成部１７は、ＧＵＩ生成手段の一つであって、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃ
ｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）グラフィクスやＢＭＬ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍａｒｋｕｐ
　Ｌａｎｇｕａｇｅ）を用いて記述されたＧＵＩを生成してハイブリッドモニタ４００に
出力し、ハイブリッドモニタ４００に表示させる。
【００４１】
　モード設定部１６は、再生設定部１５による制御によって動作状態が能動状態になると
、動作モード設定を受け付けるためのＧＵＩをモード設定ＧＵＩ生成部１７に生成させ、
ハイブリッドモニタ４００に出力させる。図６は、モード設定ＧＵＩ生成部１７により生
成されるＧＵＩを示す図である。本図におけるボタンは、それぞれフィルムレート許可モ
ード、フィルムレート不許可モードを受け付けるものであり、ノーマル状態、フォーカス
状態、アクティブ状態といった状態をもつ。
【００４２】
　“フィルムレート不許可モード”とは、再生途中のフレーム周波数を常に６０フレーム
／秒に固定されているモードである。“フィルムレート許可モード”とは、再生途中のフ
レーム周波数を、６０フレーム／秒と２４フレーム／秒とのどちらか一方から他方へユー
ザが変更できるモードである。
　図６においてユーザは、リモコンにおける左右キーを押下することにより、フォーカス
状態になるべきボタンを切り換えることができ、またモード設定部１６は、Ｅｎｔｅｒキ
ーの押下に応じて、現在フォーカス状態にあるボタンに対応するモードを、再生装置のカ
レントモードとする。このＧＵＩの最大の特徴は、再生装置をフィルムレート許可モード
に設定する際のデメリットをユーザに提示し、理解を高める点である。図中の警告「フィ
ルムレート許可モードでフィルムモードの場合には、映像の種類によっては、映像がフレ
ームが間引かれた不自然な動きになる場合があります。その様な場合にはビデオモードを
選択してください。」は、フィルムレート許可モードになる場合のデメリットを表してい
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る。フィルムレート許可モードに設定する際のデメリットを警告表示によってユーザに提
示し理解させた上で、デフォルトの状態としてフレームレート不許可モードをフォーカス
状態にしておく。これにより、ユーザは、インタレース映像信号が混合している場合に、
フィルムレート許可モードでは画像が不自然な動きの映像信号になるなどのデメリットを
理解した上で、再生装置をフィルムレート許可モードに設定するので、たとえフィルムレ
ート許可モードでのインタレース映像信号の再生において、フレームが間引かれた不自然
な動きが発生したとしても、商品苦情に発展することはない。
＜出力周波数設定部１８＞ 
　出力周波数設定部１８は、変更受付手段として機能する機能ブロックであり、再生設定
部１５による制御によって能動状態になる。能動状態になると出力周波数設定部１８は、
動作モードがフィルムレート許可モードに設定されている時に、ユーザからの指示を受け
て、再生出力するフレーム周波数を６０フレーム／秒（ビデオモード）と２４フレーム／
秒（フィルムモード）との何れか一方から他方へ変更する。
【００４３】
　具体的には、リモコン３００は「出力変更」ボタンを有し、ユーザが「出力変更」ボタ
ンの押下により出力設定用のＧＵＩ表示を要求すると、出力周波数設定部１８は出力周波
数変更処理を開始する。出力周波数変更処理では、先ず出力周波数設定部１８は、再生中
の映像情報に、出力周波数の設定機能をスーパーインポーズ表示するよう、出力設定ＧＵ
Ｉ加算部１１に指示する。このＧＵＩにおいて２４フレーム／秒（フィルムモード）、及
び６０フレーム／秒（ビデオモード）の何れかが選択された場合に、出力周波数設定部１
８は、選択された出力映像信号周波数をスイッチ制御回路１９へ通知する。
【００４４】
　図７は出力設定ＧＵＩ加算部１１により生成されるＧＵＩを示す図である。本図におけ
る「フィルム」、及び「ビデオ」の表示ボタンは、変更する出力レートを示すボタンであ
り、それぞれ２４フレーム／秒（フィルムモード）、６０フレーム／秒（ビデオモード）
の映像信号周波数に対応し、ノーマル状態、フォーカス状態、アクティブ状態といった状
態をもつ。出力設定用ＧＵＩの初期表示時には、現在の出力周波数に対応するボタンがフ
ォーカス状態で描画される。
【００４５】
　図７においてユーザは、リモコンにおける左右キーを押下することにより、フォーカス
状態になるべきボタンを切り換えることができ、また出力周波数設定部１８は、Ｅｎｔｅ
ｒキーの押下に応じて、現在フォーカス状態にあるボタンに対応する周波数を、再生装置
が出力する映像信号周波数に設定する。
　先述した様に、フィルムレート許可モードで再生中に、インタレース信号を２４フレー
ム／秒のフィルムレートで出力することにより、映像の不自然な動きが発生する。しかし
、ユーザは、ディスク１の再生中でも容易に上述した操作により出力する映像信号周波数
を６０フレーム／秒に変更し不都合を回避できるので、再生中の映像に不自然な動きが発
生したとしても、商品苦情に発展することはない。
【００４６】
　＜スイッチ制御回路１９＞ 
　スイッチ制御回路１９は、光ディスク１に記録されているビデオストリームの種類と、
再生装置の接続相手となるモニタの種類と、再生設定部１５からの情報と、出力周波数設
定部１８からの通知との組み合わせに応じて、スイッチ１０に対する制御を行う。以下、
スイッチ制御回路１９の詳細について説明する。
＜スイッチ制御回路１９の詳細その１＞ 
　(接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、２４フレーム／秒（フィルムレート）
出力である場合)
　図８は、再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の状態設定
がフィルムモードである場合の、走査変換回路８、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９の入出
力と、スイッチ制御回路１９によるスイッチ制御とを対応づけて示す図である。
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【００４７】
　本図における８－１段は、ａ接点にスルー出力されるプログレッシブ映像信号を示す。
８－２段、はインタレース映像信号入力時における走査変換回路８の出力を示し、８－３
段は、インタレース映像信号入力時における６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９の出力を示す
。８－４段、８－５段は、入力信号がプルダウン映像信号である場合の６０Ｈｚ－２４Ｈ
ｚ変換回路９の入出力を示す。６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９では図８の８－３段に示す
ように、プルダウン映像信号の元の映像の各フレームを６０フレーム／秒に変換する。
【００４８】
　そして８－６段は、映像復調回路６、走査変換回路８、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９
の入出力が、８－１～８－５である場合のスイッチ制御回路１９によるスイッチ制御を示
す。
　映像信号がプログレッシブ映像信号であると判断している時、スイッチ制御回路１９は
、スイッチ１０をａ接点に設定し、映像復調回路６の出力を出力設定ＧＵＩ加算部１１に
スルー出力する。
【００４９】
　映像信号が図８の８－４段に示すようなプルダウン映像信号である場合、スイッチ１０
をｄ接点に設定し、図８の８－５段に示すように、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９の出力
が出力設定ＧＵＩ加算部１１に出力され２４フレーム／秒の映像信号が出力される。
　映像信号がインタレース映像信号の場合も、スイッチ１０をｄ接点に設定することによ
り、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９の出力が出力設定ＧＵＩ加算部１１に出力され２４フ
レーム／秒の映像信号が出力される。
【００５０】
　　即ち、再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の出力周波
数設定が２４フレーム／秒（フィルムモード）である場合、出力設定ＧＵＩ加算部１１に
は、常に２４フレーム／秒の映像信号が送り込まれることになる。
　　＜ スイッチ制御回路１９の詳細その２＞ 
　（６０フレーム／秒（ビデオモード）での出力） 
　図９は、再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の出力周波
数設定がビデオモードである場合、もしくは６０Ｈｚ専用モニタ５００である場合の、２
４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７、走査変換回路８の入出力と、スイッチ制御回路１９による
スイッチ制御と対応づけて示す図である。
【００５１】
　本図における９－１段、９－２段は、入力信号がプログレッシブ映像信号である場合の
、２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７の入出力を示す。この際、２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路
７では図９の９－１に示すようなプログレッシブ映像信号の元の２４フレーム／秒の映像
の各フレームを交互に２フレームと３フレームに変換する。これにより９－２段に示すよ
うに、６０フレーム／秒プログレッシブ映像信号が得られる。９－３段、９－４段は、入
力信号がインタレース映像信号である場合の走査変換回路８の入出力を示す。図９の９－
３段におけるインタレース映像信号は、９－４段に示すような６０フレーム／秒プログレ
ッシブ映像信号に変換される。
【００５２】
　図９の９－５段、９－６段は、入力信号がプルダウン映像信号である場合の走査変換回
路８の入出力を示す。９－５段に示すようなプルダウン映像信号のインタレース映像信号
は、９－６段に示すような６０Ｈｚプログレッシブ映像信号に変換される。９－７段は、
２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７、走査変換回路８の入出力が、９－１～９－６に示す場合
のスイッチ制御回路１９によるスイッチ制御を示す。
【００５３】
　映像信号が２４Ｈｚのプログレッシブ映像信号であると判断している場合、スイッチ１
０をb接点に設定し、２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７の出力を出力設定ＧＵＩ加算部１１
に出力する。
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　映像信号がインタレース映像信号か、もしくはプルダウン映像信号である場合、スイッ
チをc接点に設定し、走査変換回路８の出力を出力設定ＧＵＩ加算部１１に出力する。従
って、出力設定ＧＵＩ加算部１１には、常に６０フレーム／秒の映像信号が送り込まれる
ことになる。
【００５４】
　即ち、再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の出力周波数
設定が６０フレーム／秒（ビデオ）モードである場合、もしくは、再生装置の接続相手が
６０Ｈｚ専用モニタ５００である場合には上述した切り替えによって、出力設定ＧＵＩ加
算部１１には、常に６０フレーム／秒の映像信号が送り込まれることになる。
　＜ スイッチ制御回路１９の詳細その３＞ 
　ユーザ操作に応じて再生設定部１５が装置の動作モード設定を指示している時には、ス
イッチ制御回路１９はスイッチ１０の接続をｅ接点に設定する。これにより、装置の動作
モード設定中に、図６に示す動作モード設定を受け付けるためのＧＵＩが表示され、ユー
ザは前述した操作により、フィルムレート許可モード、フィルムレート不許可モードの何
れかを選択する事ができる。
【００５５】
　従って、ユーザは、画質を優先させて再生したい時には、先ずフィルムレート許可モー
ドを選択し、再生中に、図７に示すＧＵＩをディスク内容に応じて操作することで、出力
周波数を２４フレーム／秒（フィルムモード）、６０フレーム／秒（ビデオモード）の何
れかに適時変更させれば良い。この時、出力周波数の変更に伴いＨＤＭＩ接続の再同期が
発生するが、このような再同期の発生は出力周波数の変更操作を明示的に行ったユーザに
とって予期れているものであるため、商品苦情に発展することはない。
＜ソフトウェア＞
　以降、表示能力判定部１４、再生設定部１５、モード設定部１６、出力周波数設定部１
８、スイッチ制御回路１９のソフトウェアによる実装について説明する。表示能力判定部
１４、再生設定部１５、モード設定部１６、出力周波数設定部１８、スイッチ制御回路１
９は、図１０、及び図１１の処理手順をなすプログラムを作成してＣＰＵに実行させるこ
とにより、再生装置内に実装することができる。
【００５６】
　図１０及び図１１は、表示能力判定部１４、再生設定部１５、モード設定部１６、出力
周波数設定部１８、スイッチ制御回路１９による再生装置の全体制御の手順を示すフロー
チャートである。
　図１０、図１１において、本再生装置が起動されれば、ステップＳ１にて初期設定処理
として、モード設定部１６により動作モードがフィルムレート不許可モードに、出力周波
数設定部１８により出力周波数が６０フレーム／秒にそれぞれ設定され、その後、ステッ
プＳ２のループ処理に移行する。ステップＳ２は、モニタとの接続がなされたか否かの判
定であり、このループ処理は、モニタとの接続がなされれば、ステップＳ３に移行する。
ステップＳ３は、表示能力判定部１４が、ＨＤＭＩの相互通信用シリアル伝送路を通じて
、表示可能映像規格に関する情報をモニタから取り出す処理である。ステップＳ４は、再
生設定部１５が実行する処理であり、表示能力判定部１４により取り出された表示可能映
像規格に関する情報に基づいて、動作モードを設定するステップＳ５の処理を実行するか
否かを切り換える判定ステップである。接続相手となるモニタが、６０Ｈｚ走査のみを可
能としているなら、Ｓ６に移行する。接続相手となるモニタが、２４Ｈｚ走査、６０Ｈｚ
走査の両方を可能としているなら、再生設定部１５は、モード設定部１６にステップＳ５
の処理を実行させる。
【００５７】
　ステップＳ５は、両方の走査が可能である場合、フィルムレート許可モード、フィルム
レート不許可モードの何れかの設定を受け付けるＧＵＩを表示し、動作モードの設定を受
付ける動作モード設定処理である。ここではモード設定部１６がモード設定ＧＵＩ生成部
１７に図６に示すＧＵＩを生成させ、リモコンによるユーザの動作モード選択を受付ける
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。
【００５８】
　ステップＳ６は、ユーザの再生指示を待ち受ける処理である。このステップでは、再生
設定部１５は、ユーザがリモコンを操作して再生を指示するのを待っており、再生が指示
されるとピックアップ２及びモーター３を制御して光ディスク１から信号読み出しを開始
させる。この時、ピックアップ２の制御回路から再生設定部１５に、ＤＶＤ用ピックアッ
プ２ａ、及びＢＤ用ピックアップ２ｂの何れを用いて信号が読み出されたかが通知される
。
【００５９】
　ここで通知された使用ピックアップが、ＢＤ用ピックアップ２ｂであれば（ステップＳ
７:Ｎｏ）、ステップＳ８に移行し、ＢＤ－ＲＯＭに最適化した再生処理が再生終了まで
実行される。ＢＤ－ＲＯＭに最適化した再生処理としては、特開２００６－２２２９３８
号に記載の技術の適用が考えられる。一方、通知された使用ピックアップが、ＤＶＤ用ピ
ックアップ２ａであれば（ステップＳ７:Ｙｅｓ）、ステップ９に移行し、ＤＶＤ－Ｖｉ
ｄｅｏに最適化した再生処理が実行される。以下、本発明に特徴的な処理を実装したＤＶ
Ｄ－Ｖｉｄｅｏの再生処理を主眼に説明する。
【００６０】
　ステップＳ９は、設定されている動作モードがフィルムレート許可モード、及びフィル
ムレート不許可モードの何れであるかを再生設定部１５において判定する処理であり、動
作モードがフィルムレート許可モードであれば処理をステップＳ１０に移行し、動作モー
ドがフィルムレート不許可モードであれば図１１のＣを経由してステップＳ２１～ステッ
プＳ２８のビデオレートでの再生処理を実行する。
【００６１】
　ステップＳ１０では、ユーザが出力周波数の変更を要求しているか否かを出力周波数設
定部１８において確認するステップである。これは、ユーザが再生中にリモコンの「出力
変更」を押下して、再生周波数の変更をしようとしているかを検知する処理であり、出力
周波数変更の要求が検出された場合には、出力周波数を２４フレーム／秒（フィルムモー
ド）、６０フレーム／秒（ビデオモード）の何れにするかをユーザに設定させるステップ
Ｓ１１が実行された後に、ステップＳ１２以降の再生処理が継続される。ステップＳ１０
において、ユーザからの出力周波数変更要求が検出されない場合にはステップＳ１１を実
行することなく、ステップＳ１２以降の再生処理が継続される。
【００６２】
　ステップＳ１１では、出力周波数設定部１８が出力設定ＧＵＩ加算部１１に図７に示す
ＧＵＩの加算を指示し、リモコン操作によるユーザからの指示を受付け、ユーザ指示に応
じて出力周波数を変更する。
　ステップＳ１２～ステップＳ２８は、いわば本実施形態の主眼となる処理を構成するも
のであり、ステップＳ１２にて判定される出力周波数の設定に応じて、ステップＳ１３～
ステップＳ２０のフィルムレートでの再生と、ステップＳ２１～ステップＳ２８のビデオ
レートでの再生とに分岐する。フィルムレートでの再生は、ステップＳ１３～ステップＳ
１４の実行結果に応じて、スイッチ制御回路１９がスイッチ１０をａ接点に切り換える処
理（ステップＳ１８）及びスイッチ１０をｄ接点に切り換える処理（ステップＳ１９、Ｓ
２０）を実行するものであり、ビデオレートでの再生は、ステップＳ２１～ステップＳ２
２の実行結果に応じて、スイッチ制御回路１９がスイッチ１０をｂ接点に切り換える処理
（ステップＳ２６）及びスイッチ１０をｃ接点に切り換える処理（ステップＳ２７、Ｓ２
８）を実行するものである。
【００６３】
　先ず、ステップＳ１２の処理について説明する。ステップＳ１２は、出力周波数の設定
が６０フレーム／秒（ビデオモード）に設定されているか、２４フレーム／秒（フィルム
モード）に設定されているかを、出力周波数設定部１８からの通知に応じてスイッチ制御
回路１９が判定するステップであり、出力周波数設定が２４フレーム／秒（フィルムモー
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ド）である場合にはステップＳ１３に移行し、出力周波数設定が６０フレーム／秒（ビデ
オモード）である場合は、ステップＳ２１に移行する。
＜フィルムレートでの再生＞
　ステップＳ１３～ステップＳ２０のフィルムレートでの再生において、スイッチ制御回
路１９が、ステップＳ１８～ステップＳ２０の何れの接点切替処理を実行するかは、ステ
ップＳ１３、ステップＳ１４の判定結果に従う。
【００６４】
　ステップＳ１３は、映像信号に伴うフラグが順次走査を示すかどうかを映像種別判別回
路５において判定する判定ステップであり、もし順次走査を示すフラグであれば、ステッ
プＳ１５において入力信号がプログレッシブ映像信号であると認定し、認定結果をスイッ
チ制御回路１９へ通知する。入力信号がプログレッシブ映像信号であると通知されたスイ
ッチ制御回路１９では、ステップＳ１８の接点切替処理がが実行される。
【００６５】
　一方、映像信号に伴うフラグが、飛び越し走査を示す場合、映像種別判別回路５では更
にステップＳ１４の判定が実行される。ステップＳ１４は、重複フィールドが存在するか
どうかの判定であり、もし重複フィールドが存在すれば、ステップＳ１７において入力信
号がプルダウン映像信号であると認定し、認定結果をスイッチ制御回路１９へ通知する。
入力信号がプルダウン映像信号であると通知されたスイッチ制御回路１９では、ステップ
Ｓ２０の接点切替処理が実行される。
【００６６】
　もしステップＳ１４の判定において重複フィールドが存在しなければ、ステップＳ１６
において、入力信号がインタレース映像信号であると認定して、認定結果をスイッチ制御
回路１９へ通知する。入力信号がインタレース映像信号であると通知されたスイッチ制御
回路１９では、ステップＳ１９の接点切替処理が実行される。
＜ビデオレートでの再生＞
　ステップＳ２１～ステップＳ２８のビデオレートでの再生において、スイッチ制御回路
１９が、ステップＳ２６～ステップＳ２８の何れの接点切替処理を実行するかは、ステッ
プＳ２１、ステップＳ２２の判定結果に従う。
【００６７】
　ステップＳ２１は、映像信号に伴うフラグが順次走査を示すかどうかを映像種別判別回
路５において判定する判定ステップであり、もし順次走査を示すフラグであれば、ステッ
プＳ２３において入力信号がプログレッシブ映像信号であると認定し、認定結果をスイッ
チ制御回路１９へ通知する。入力信号がプログレッシブ映像信号であると通知されたスイ
ッチ制御回路１９では、ステップＳ２６の接点切替処理がが実行される。
【００６８】
　一方、映像信号に伴うフラグが、飛び越し走査を示す場合、映像種別判別回路５では更
にステップＳ２２の判定が実行される。ステップＳ２２は、重複フィールドが存在するか
どうかの判定であり、もし重複フィールドが存在すれば、ステップＳ２５において入力信
号がプルダウン映像信号であると認定し、認定結果をスイッチ制御回路１９へ通知する。
入力信号がプルダウン映像信号であると通知されたスイッチ制御回路１９では、ステップ
Ｓ２８の接点切替処理が実行される。
【００６９】
　もしステップＳ２２の判定において重複フィールドが存在しなければ、ステップＳ２４
において、入力信号がインタレース映像信号であると認定して、認定結果をスイッチ制御
回路１９へ通知する。入力信号がインタレース映像信号であると通知されたスイッチ制御
回路１９では、ステップＳ２７の接点切替処理が実行される。
　上述のステップＳ１８～ステップＳ２０、及びステップＳ２６～ステップＳ２８の接点
切替処理の後、映像信号再生状態の入力が続いている限り、図１０のＢを経由してステッ
プＳ７へ移行する処理を繰り返す。ステップＳ２９において再生設定部１５が、ユーザに
よる停止指示を受け付けた場合、若しくはＡＶファイル終端までの再生完了が検知された
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場合、再生を終了する。以上が、図１０、図１１に示した再生装置の全体制御の説明であ
る。
【００７０】
　以上のように本実施形態によれば、記録媒体から読み出された映像信号のフレーム周波
数と、接続されているモニタの表示可能フレーム周波数とを検出し、それに応じて出力映
像信号のフレーム周波数を変更でき、且つ、２４フレーム／秒（フィルムモード）で出画
するか、６０フレーム／秒（ビデオモード）で出画するかをユーザが選択できる。そのた
め、万一インタレース素材を２４フレーム／秒（フィルムモード）出力状態で再生して、
フレームが間引かれて不自然な動きの映像になったとしても、ユーザは容易に６０フレー
ム／秒（ビデオモード）の出力設定に戻す事ができる。
【００７１】
　更に、初期状態では６０フレーム／秒（ビデオモード）に出力が設定されている為、ユ
ーザが明示的にフィルムレート許可モードに設定しないと、再生中に２４フレーム／秒（
フィルムモード）の出力を選択できない構成になっており、かつ２４フレーム／秒（フィ
ルムモード）出力許可する際にはGUIにて画面上に注意事項が表示されるので、２４フレ
ーム／秒（フィルムモード）出力に関する知識の低いユーザが間違う事も少なくなるとい
う利点がある。
【００７２】
　また本実施形態に係る再生装置は、接続相手となる表示装置が６０フレーム／秒、及び
２４フレーム／秒の両方の映像信号の表示能力を具備している場合のみ、２４フレーム／
秒での信号出力を許可するフィルムレート許可モードが選択できるようになるので、接続
相手となる表示装置が６０フレーム／秒の映像信号しか表示できないのに、２４フレーム
／秒の信号出力を実行するモードを、ユーザに選択させてしまうような不都合も避けるこ
とができる。かかる不都合を避けることができるので、２４フレーム／秒の信号出力を存
分に発揮して、高画質な映像でユーザを魅了することができる。
【００７３】
　また、本実施形態では、動作モードをユーザから受け付けるグラフィクスユーザインタ
ーフェイスにおいて、６０フレーム／秒の映像信号を２４フレーム／秒で出力した場合、
表示装置における表示が、フレームの間引かれた不自然な動きの映像になる可能性がある
旨をユーザに警告している。これにより、信号混在時の映像が、フレームの間引かれた不
自然な動きになる可能性をユーザに周知させた上で、２４フレーム／秒での出力を許可す
るモードの選択を行わせるので、再生時に映像が、フレームの間引かれた不自然な動きに
なる事が生じたとしても、このような不自然な動きが商品苦情に発展することは稀有とな
る。
【００７４】
　（第２実施形態） 
　第２実施形態は、モニタがマルチスキャン対応モニタであることを想定した実施形態で
ある。マルチスキャン対応モニタとは、再生装置から指示された表示時の走査周波数で、
表示を行うモニタである。本実施形態では、このマルチスキャン対応モニタに、２４フレ
ーム／秒の整数倍である４８Ｈｚでの走査により、映像再生を行わせる。フィルム素材は
、第１実施形態に示したような２４フレーム／秒での表示に適しているが、２４フレーム
／秒では、フリッカが出現する可能性がある。このようなフリッカを避けるべく、映画館
の映写機では、１枚のフレームに対し２回の投光を行っている。そのため、本実施形態に
おいて再生装置が４８フレーム／秒での映像表示を行えば、その表示時の品質は、映画館
で見る品位に準ずるものとなる。
【００７５】
　以降、第２実施形態に係る再生装置の内部構成について説明する。図１２は、第２実施
形態に係る再生装置の内部構成を示す図である。本図に示すように、第２実施形態に係る
再生装置は、表示周波数指示部２０ 、２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１が新規に追加さ
れており、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９が６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２に置き換え
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られている。また、これらの構成要素が追加されたため、表示能力判定部１４及びスイッ
チ制御回路１９は、以下に示すような第２実施形態特有の処理を行う。フィルムモードで
の出力として２４フレーム／秒に変えて４８フレーム／秒の映像信号を出力する。以下、
これらの改良点と、新規な構成要素について説明する。
【００７６】
　＜第２実施形態における表示能力判定部１４の改良＞ 
　表示能力判定部１４は、“モニタの表示可能映像規格に関する情報”をモニタ内部に存
在するＲＯＭから、上述したシリアル伝送路を介して取り出して、この表示可能映像規格
情報に基づき接続相手となるモニタが、マルチスキャン対応モニタであるか否かを判定す
る。
【００７７】
　＜表示周波数指示部２０＞ 
　表示周波数指示部２０ は、接続相手となるモニタが、マルチスキャン対応モニタであ
ると表示能力判定部１４が判定した場合、ＨＤＭＩを介して、出力周波数設定部１８によ
り設定された表示を行うべき走査周波数を、接続相手となる表示装置に通知する。ここで
いう“ 表示を行うべき走査周波数”とは、上述の４８フレーム／秒もしくは６０フレー
ム／秒のことであり、出力周波数設定部１８により出力周波数の設定が変更された場合、
かかる走査周波数での表示を表示装置に命じる。
【００７８】
　＜２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１＞ 
　２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１は、映像復調回路６から出力された２４Ｈｚプログレ
ッシブ映像信号を、４８フレーム／秒の映像信号に変換する。図１３は、２４Ｈｚ－４８
Ｈｚ変換回路２１の入出力を現した図である。本図における１３－１段は、２４Ｈｚ－４
８Ｈｚ変換回路２１への入力信号（プログレッシブ映像信号）を示し、１３－２段は、２
４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１からの出力信号を示す。本図を参照すると、１２－１段の
ようなプログレッシブ映像信号を構成するフレームｎ、ｎ＋１、ｎ＋２からフレームｎ、
ｎ、ｎ＋１、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋２が生成されていることがわかる。
【００７９】
　＜６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２＞ 
　６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２は、走査変換回路８から出力された６０Ｈｚプログレ
ッシブ映像信号を、４８フレーム／秒の映像信号に変換して出力する。図１３の１３－３
段～１３－５段は、図５の５－３段～５－５段と同様の表記で現した６０Ｈｚ－４８Ｈｚ
変換回路２２の入出力を示す。この出力も、プルダウン映像信号における3つのフィール
ド （ｎ、ｎ、ｎ）から2つのフレーム（ｎ、ｎ）が出力され、プルダウン映像信号におい
て後続する２つのフィールド（ｎ＋１、ｎ＋１）から２つのフレーム（ｎ＋１、ｎ＋１）
が出力されることがわかる。
【００８０】
　＜第２実施形態におけるスイッチ制御回路１９の改良＞ 
　光ディスク１から読み出された映像信号がプログレッシブ映像信号又はプルダウン映像
信号であれば、２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１、６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２から
４８フレーム／秒の映像信号が出力される。スイッチ制御回路１９は、出力周波数として
フィルムモードに設定された状況において、４８フレーム／秒の映像信号を接続先のモニ
タへ出力するために、図１４に示すように、スイッチ１０の切り換えを行うよう制御する
。
【００８１】
　図１４は、再生装置の接続相手がマルチスキャン対応モニタであり、再生装置の出力周
波数がフィルムモードである場合の２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１、及び６０Ｈｚ－４
８Ｈｚ変換回路２２の入出力と、スイッチ制御回路１９によるスイッチ制御と対応づけて
示す図である。本図における１４－１、１４－２段は、２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１
における入出力を示す。１４－３段、１４－４段は、入力信号がインタレース映像信号入
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力時である場合の６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の入出力を示す。１４－５段、１４－
６段は、入力信号がプルダウン映像信号である場合の６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の
入出力を示す。
【００８２】
　そして１４－７段は、出力周波数がフィルムモードに設定されており、２４Ｈｚ－４８
Ｈｚ変換回路２１、６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の入出力が、１４－１～１４－６で
ある場合のスイッチ制御回路１９によるスイッチ制御を示す。以下に、出力周波数がフィ
ルムモードに設定されている場合のスイッチ制御回路１９の動作を説明する。
　光ディスク１から読み出された映像信号がプログレッシブ映像信号であると判断されて
いる時、スイッチ制御回路１９は、スイッチ１０をａ接点に設定し、２４Ｈｚ－４８Ｈｚ
変換回路２１の出力を出力設定ＧＵＩ加算部１１に出力する。
【００８３】
　光ディスク１から読み出された映像信号が図１４の１４－５段に示すようなプルダウン
映像信号である場合、スイッチ１０をｄ接点に設定し、図１４の１４－６段に示す６０Ｈ
ｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の出力が出力設定ＧＵＩ加算部１１に出力され４８フレーム／
秒の映像信号がモニタへ出力される。
　光ディスク１から読み出された映像信号がインタレース映像信号の場合も、スイッチ１
０をｄ接点に設定することにより、６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の出力が出力設定Ｇ
ＵＩ加算部１１に出力され４８ フレーム／秒の映像信号がモニタへ出力される。
【００８４】
　即ち、本実施の形態では、再生装置の接続相手がマルチスキャン対応モニタであり、再
生装置の出力周波数設定がフィルムモードである場合においては常に４８フレーム／秒の
映像信号がＧＵＩ加算部１１に出力される。
　また本実施形態では、再生装置の接続相手がマルチスキャン対応モニタであり、再生装
置の出力周波数設定が６０フレーム／秒（ビデオモード）である場合、もしくは、再生装
置の接続相手が６０Ｈｚ専用モニタ５００である場合には第１実施形態において説明した
動作と同様の動作によって、ＧＵＩ加算部１１には、常に６０フレーム／秒の映像信号が
送り込まれる。
【００８５】
　以上のように本実施形態によれば、接続されている表示装置に、４８フレーム/秒での
表示を行わせて、映画館のような再生品位を、ユーザに堪能させることができる。また、
万一インタレース素材を４８フレーム／秒（フィルムモード）出力状態で再生して、フレ
ームが間引かれて不自然な動きの映像になったとしても、ユーザは容易に６０フレーム／
秒（ビデオモード）の出力設定に戻す事ができる。
【００８６】
　更に、初期状態では６０フレーム／秒（ビデオモード）で出力が設定されている為、ユ
ーザが明示的に４８フレーム／秒（フィルムモード）の設定を許可しないと、再生中に４
８フレーム／秒（フィルムモード）の出力を選択できない構成になっており、かつ４８フ
レーム／秒（フィルムモード）出力許可する際にはGUIにて画面上に注意事項が表示され
るので、４８フレーム／秒（フィルムモード）出力に関する知識の低いユーザが間違う事
も少なくなるという利点がある。
【００８７】
　（第３実施形態） 
　第３実施形態は、第２実施形態同様、モニタがマルチスキャン対応モニタであることを
想定した実施形態である。マルチスキャン対応モニタとは、再生装置から指示された表示
時の走査周波数で、表示を行うモニタである。本実施形態では、このモニタに、２４フレ
ーム／秒の整数倍である７２Ｈｚでの走査により、映像再生を行わせる。
【００８８】
　以降、第３実施形態に係る再生装置の内部構成について説明する。図１５は、第３実施
形態に係る再生装置の内部構成を示す図である。本図は、図１２に示した、第２実施形態
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に係る再生装置の内部構成をベースにしている。図１２に示す再生装置に比較して、図１
５に示す第３実施形態に係る再生装置は、表示周波数指示部２０、２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変
換回路２１、６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２、及び出力設定ＧＵＩ加算部１１が、それ
ぞれ表示周波数指示部２３、２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４、６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換
回路２５、及び出力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６に置き換えられている点と、ワー
ニング発生部２７が加えられている点が異なる。また、これらの要素が置換・追加された
ため、スイッチ制御回路１９は、以下に示すような第３実施形態特有の処理を行う。この
ような構成により、フィルムモードにおいては４８フレーム／秒に変えて７２フレーム／
秒の映像信号を出力する。以下、これらの改良点と、新規な構成要素について説明する。
【００８９】
　＜表示周波数指示部２３＞ 
　表示周波数指示部２３は、接続相手となるモニタが、マルチスキャン対応モニタである
と表示能力判定部１４が判定した場合、ＨＤＭＩを介して、出力周波数設定部１８により
設定された表示を行うべき走査周波数を、接続相手となる表示装置に通知する。ここでい
う“ 表示を行うべき走査周波数”とは、７２フレーム／秒もしくは６０フレーム／秒の
ことであり、出力周波数設定部１８により出力周波数の設定が変更された場合、かかる走
査周波数での表示を表示装置に命じた上で、フィルムモードにおいて、７２フレーム／秒
での信号出力を、２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４、６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２５に
行わせる。
【００９０】
　 ＜２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４＞ 
　２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４は、映像復調回路６から出力されたプログレッシブ映
像信号を、７２フレーム/秒に変換する。
　図１６は、２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４の入出力を現した図である。本図における
１６－１段は、２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４への入力信号（プログレッシブ映像信号
）を示し、１６－２段は、２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４からの出力信号を示す。本図
を参照すると、１６－１段のようなプログレッシブ映像信号を構成するフレームｎ、ｎ＋
１、ｎ＋２からフレームｎ、ｎ、ｎ、ｎ＋１、ｎ＋１、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋２、ｎ＋２
、が生成されていることがわかる。
【００９１】
　＜６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２５＞ 
　６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２５は、走査変換回路８から出力された映像信号が６０Ｈ
ｚプログレッシブ映像信号である場合、これを７２フレーム／秒に変換して出力する。
　以上が２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４、６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２５についての
説明である。２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１、６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２ が、
２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４、６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２５ に置き換えられた
ため、スイッチ制御回路１９は、以降のようなスイッチ切り換えを実行する。
【００９２】
　＜ スイッチ制御回路１９＞ 
　スイッチ制御回路１９は第３実施形態において、出力周波数がフィルムモードに設定さ
れている場合に、図１６の１６－３段に示すように、スイッチ１０の切り換えを行うよう
制御する。１６－３段は、出力周波数がフィルムモードでの、第３実施形態に係るスイッ
チ制御回路１９によるスイッチ制御を示す。
【００９３】
　再生装置がフィルムモードに設定されており、入力となる映像信号がプログレッシブ映
像信号であると判断されている時、スイッチ制御回路１９は、スイッチ１０をａ接点に設
定し、２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４の出力を出力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６
に出力させる。これにより、モニタには７２フレーム／秒の映像信号が出力されることに
なる。
【００９４】
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　また、再生装置がフィルムモードに設定されており、入力となる映像信号がプルダウン
映像信号、若しくはインタレース映像信号であると判断されている場合、スイッチ制御回
路１９は、スイッチ１０をｄ接点に設定し、６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２５の出力を出
力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６に出力させる。
　即ち、本実施の形態では、再生装置の接続相手がマルチスキャン対応モニタであり、再
生装置の状態設定がフィルムモードである場合においては常に７２フレーム／秒の映像信
号が出力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６に出力される。
【００９５】
　また本実施形態では、再生装置の接続相手がマルチスキャン対応モニタであり、再生装
置の出力周波数設定が６０フレーム／秒（ビデオモード）である場合、もしくは、再生装
置の接続相手が６０Ｈｚ専用モニタ５００である場合には第１実施形態において説明した
動作と同様の動作によって、出力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６には、常に６０フレ
ーム/秒の映像信号が送り込まれる。
【００９６】
　＜出力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６、ワーニング発生部２７＞ 
　図１７は、ワーニング発生部２７により生成されるＧＵＩを示す図である。
　本実施形態においては、ワーニング発生部２７は、出力周波数が７２フレーム／秒（フ
ィルムモード）に設定されていて、且つ、映像がインタレース素材である場合に、図１７
に示すワーニング画像をＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）グラフィクスを
用いて生成し、出力設定・ワーニングＧＵＩ加算部２６へ出力する。ワーニング発生部２
７からワーニング画像のＯＳＤグラフィクスデータを受け付けた出力設定・ワーニングＧ
ＵＩ加算部２６は、受け付けたＯＳＤグラフィックスデータをスイッチ１０から入力され
る映像信号に付加して、ディジタル変換回路１２に出力する。
【００９７】
　これによって、ユーザはフレームが間引かれて不自然な動きの映像信号になる可能性が
ある事を認識できる。
　以上のように本実施形態によれば、接続されている表示装置に、７２フレーム/秒での
表示を行わせることができる。また、万一インタレース素材を７２フレーム／秒（フィル
ムモード）出力状態で再生して、不自然な動きの映像になったとしても、
ビデオモードへの変更を促すワーニング画像が表示されるため、ユーザは誘導に従ってス
ムーズに６０フレーム／秒（ビデオモード）の出力設定に戻す事ができる。
【００９８】
　更に、初期状態では６０フレーム／秒（ビデオモード）で出力が設定されている為、ユ
ーザが明示的に７２フレーム／秒（フィルムモード）の設定を許可しないと、再生中に７
２フレーム／秒（フィルムモード）の出力を選択できない構成になっており、かつ７２フ
レーム／秒（フィルムモード）出力許可する際にはＧＵＩにて画面上に注意事項が表示さ
れるので、７２フレーム／秒（フィルムモード）出力に関する知識の低いユーザが間違う
事も少なくなるという利点がある。
【００９９】
　（第４実施形態） 
　第１実施形態～第３実施形態では、映像信号の入力源が光ディスク１である場合につい
て説明したが、第４実施形態は、映像信号の入力源が放送波である場合の改良である。図
１８は、映像信号の入力源が放送波等の伝送媒体である場合の再生装置の内部構成を示す
図である。本図を図１２の内部構成と比較すると、光ピックアップ２、モーター３がアン
テナ３１、チューナー３２に置き換えられている点で相違しており、このアンテナ３１、
チューナー３２が存在する点が新規な改良といえる。
【０１００】
　受信アンテナ３１は、ＭＰＥＧ２方式（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．２６２／ＩＳＯ／ＩＥＣ１
３８１８－２)で圧縮された映像信号と、その映像信号が順次走査されているか飛び越し
走査されているかを示すフラグとが多重された放送波を受信する。
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　チューナー３２は、受信アンテナ３１から受信された放送波の選択を行って、選択され
た放送波を復調回路４に出力する。この出力により復調回路４による復調がなされる。
【０１０１】
　以上のように本実施形態によれば、放送波として送信される映像信号に、プログレッシ
ブ映像信号、インタレース映像信号、プルダウン映像信号というような複数種類のフレー
ム周波数が混在する場合でも、第１実施形態と同様の処理を行うことができるので、第１
実施形態と同様の効果を奏することができる。
　（第５実施形態） 
　第１実施形態～第３実施形態では、映像信号の入力源が光ディスク１である場合につい
て説明したが、第５実施形態は、映像信号の入力源がハードディスクである場合の改良で
ある。図１９は、映像信号の入力源がハードディスクである場合の再生装置の内部構成を
示す図である。本図を図１２の内部構成と比較すると、光ディスク１、光ピックアップ２
、モーター３がハードディスク３３に置き換えられている点で相違しており、このハード
ディスク３３が存在する点が新規な改良といえる。
【０１０２】
　ハードディスク３３は、ＭＰＥＧ２方式（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．２６２／ＩＳＯ／ＩＥＣ
 １３８１８－２)で圧縮されたビデオストリームが記録された内蔵型ディスクであり、第
４実施形態に示したアンテナ３１、チューナー３２を介して、再生装置に入力されてきた
映像信号がディジタル状態のまま記録されている。圧縮された映像信号が順次走査されて
いるか飛び越し走査されているかを示すフラグも、このハードディスク３３に同時に記録
されている。
【０１０３】
　以上のように本実施形態によれば、放送波を通じて伝送され、ハードディスクに蓄積さ
れた映像信号に、プログレッシブ映像信号、インタレース映像信号、プルダウン映像信号
というような複数種類のフレーム周波数が混在する場合でも、第１実施形態と同様の処理
を行うことができるので、第１実施形態と同様の効果を奏することができる。
　（備考） 
　以上、本願の出願時点において、出願人が知り得る最良の実施形態について説明したが
、以下に示す技術的トピックについては、更なる改良や変更実施を加えることができる。
これらの改良・変更を施すか否かは、何れも任意的であり、実施者の意思によることは留
意されたい。
【０１０４】
　（制御手順の実現） 
　各実施形態においてフローチャートを引用して説明した制御手順や、機能的な構成要素
による制御手順は、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることから、自然法
則を利用した技術的思想の創作といえ、“プログラムの発明”としての成立要件を満たす
。
【０１０５】
　・本発明に係るプログラムの生産形態
　本発明に係るプログラムは、以下のようにして作ることができる。先ず初めに、ソフト
ウェア開発者は、プログラミング言語を用いて、各フローチャートや、機能的な構成要素
を実現するようなソースプログラムを記述する。この記述にあたって、ソフトウェア開発
者は、プログラミング言語の構文に従い、クラス構造体や変数、配列変数、外部関数のコ
ールを用いて、各フローチャートや、機能的な構成要素を具現するソースプログラムを記
述する。
【０１０６】
　記述されたソースプログラムは、ファイルとしてコンパイラに与えられる。コンパイラ
は、これらのソースプログラムを翻訳してオブジェクトプログラムを生成する。
　コンパイラによる翻訳は、構文解析、最適化、資源割付、コード生成といった過程から
なる。構文解析では、ソースプログラムの字句解析、構文解析および意味解析を行い、ソ
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ースプログラムを中間プログラムに変換する。最適化では、中間プログラムに対して、基
本ブロック化、制御フロー解析、データフロー解析という作業を行う。資源割付では、タ
ーゲットとなるプロセッサの命令セットへの適合を図るため、中間プログラム中の変数を
ターゲットとなるプロセッサのプロセッサが有しているレジスタまたはメモリに割り付け
る。コード生成では、中間プログラム内の各中間命令を、プログラムコードに変換し、オ
ブジェクトプログラムを得る。
【０１０７】
　ここで生成されたオブジェクトプログラムは、各実施形態に示したフローチャートの各
ステップや、機能的構成要素の個々の手順を、コンピュータに実行させるような１つ以上
のプログラムコードから構成される。ここでプログラムコードは、プロセッサのネィティ
ブコード、ＪＡＶＡ（登録商標）バイトコードというように、様々な種類がある。プログ
ラムコードによる各ステップの実現には、様々な態様がある。外部関数を利用して、各ス
テップを実現することができる場合、この外部関数をコールするコール文が、プログラム
コードになる。また、１つのステップを実現するようなプログラムコードが、別々のオブ
ジェクトプログラムに帰属することもある。命令種が制限されているＲＩＳＣプロセッサ
では、算術演算命令や論理演算命令、分岐命令等を組合せることで、フローチャートの各
ステップを実現してもよい。
【０１０８】
　オブジェクトプログラムが生成されるとプログラマはこれらに対してリンカを起動する
。リンカはこれらのオブジェクトプログラムや、関連するライブラリプログラムをメモリ
空間に割り当て、これらを１つに結合して、ロードモジュールを生成する。こうして生成
されるロードモジュールは、コンピュータによる読み取りを前提にしたものであり、各フ
ローチャートに示した処理手順や機能的な構成要素の処理手順を、コンピュータに実行さ
せるものである。以上の処理を経て、本発明に係るプログラムを作ることができる。
【０１０９】
　・本発明に係るプログラムの使用形態
　本発明に係るプログラムは、以下のようにして使用することができる。
　（ｉ）組込プログラムとしての使用
　本発明に係るプログラムを組込プログラムとして使用する場合、プログラムにあたるロ
ードモジュールを、基本入出力プログラム（ＢＩＯＳ）や、様々なミドルウェア（オペレ
ーションシステム）と共に、命令ＲＯＭに書き込む。こうした命令R O Mを、制御部に組
み込み、C P Uに実行させることにより、本発明に係るプログラムを、再生装置の制御プ
ログラムとして使用することができる。
【０１１０】
　（ｉｉ)アプリケーションとしての使用
　再生装置が、ハードディスク内蔵モデルである場合は、基本入出力プログラム（ＢＩＯ
Ｓ）が命令ＲＯＭに組み込まれており、様々なミドルウェア（オペレーションシステム）
が、ハードディスクにプレインストールされている。また、ハードディスクから、システ
ムを起動するためのブートＲＯＭが、再生装置に設けられている。
【０１１１】
　この場合、ロードモジュールのみを、過搬型の記録媒体やネットワークを通じて、再生
装置に供給し、１つのアプリケーションとしてハードディスクにインストールする。そう
すると、再生装置は、ブートＲＯＭによるブートストラップを行い、オペレーションシス
テムを起動した上で、１つのアプリケーションとして、当該アプリケーションをＣＰＵに
実行させ、本発明に係るプログラムを使用する。
【０１１２】
　（復調回路４～スイッチ制御回路１９の実現） 
　各実施形態に示した復調回路４～スイッチ制御回路１９は、それぞれを一個のシステム
ＬＳＩとして実現することができる。また、復調回路４～スイッチ制御回路１９を一個の
システムＬＳＩとして実現することができる。



(24) JP 2009-201100 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

　システムＬＳＩとは、高密度基板上にベアチップを実装し、パッケージングしたものを
いう。複数個のベアチップを高密度基板上に実装し、パッケージングすることにより、あ
たかも１つのＬＳＩのような外形構造を複数個のベアチップに持たせたものも、システム
ＬＳＩに含まれる（このようなシステムＬＳＩは、マルチチップモジュールと呼ばれる）
。
【０１１３】
　ここでパッケージの種別に着目するとシステムＬＳＩには、ＱＦＰ（クワッド フラッ
ド アレイ）、ＰＧＡ（ピン グリッド アレイ）という種別がある。ＱＦＰは、パッケー
ジの四側面にピンが取り付けられたシステムＬＳＩである。ＰＧＡは、底面全体に、多く
のピンが取り付けられたシステムＬＳＩである。
　これらのピンは、他の回路とのインターフェイスとしての役割を担っている。システム
ＬＳＩにおけるピンには、こうしたインターフェイスの役割が存在するので、システムＬ
ＳＩにおけるこれらのピンに、他の回路を接続することにより、システムＬＳＩは、再生
装置の中核としての役割を果たす。
【０１１４】
　システムＬＳＩにパッケージングされるベアチップは、“フロントエンド部、“バック
エンド部”、“デジィタル処理部”からなる。“フロントエンド部”は、アナログ信号を
、ディジタル化する部分であり、“バックエンド部”はディジタル処理の結果、得られた
データを、アナログ化して出力する部分である。
　各実施形態において内部構成図として示した各構成要素は、このディジタル処理部内に
実装される。
【０１１５】
　先に“組込プログラムとしての使用”で述べたように、命令ＲＯＭには、プログラムに
あたるロードモジュールや、基本入出力プログラム（ＢＩＯＳ）、様々なミドルウェア（
オペレーションシステム）が書き込まれる。本実施形態において、特に創作したのは、こ
のプログラムにあたるロードモジュールの部分なので、プログラムにあたるロードモジュ
ールを格納した命令ＲＯＭを、ベアチップとしてパッケージングすることにより、本発明
に係るシステムＬＳＩは生産することができる。
【０１１６】
　具体的な実装については、Ｓｏｃ実装やＳｉｐ実装を用いることができ望ましい。Ｓｏ
ｃ （Ｓｙｓｔｅｍｏｎｃｈｉｐ）実装とは、１チップ上に複数の回路を焼き付ける技術
である。ＳｉＰ（ＳｙｓｔｅｍｉｎＰａｃｋａｇｅ）実装とは、複数チップを樹脂等で１
パッケージにする技術である。以上の過程を経て、本発明に係るシステムＬＳＩは、各実
施形態に示した再生装置の内部構成図を基に作ることができる。
【０１１７】
　尚、上述のようにして生成される集積回路は、集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、ス
ーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。さらに、各再生装置の構成要素
の一部又は全てを１つのチップとして構成してもよい。集積回路化は、上述したＳｏｃ実
装, Ｓｉｐ実装に限るものではなく、専用回路又は汎用プロセスで実現してもよい。ＬＳ
Ｉ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（ ［ 技術分野］ Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅＧａｔｅＡｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なシ
リコンフィギュラブル・プロセッサを利用することが考えられる。更には、半導体技術の
進歩又は派生する技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、
その技術を用いて機能ブロックの集積回路化を行っても良い。例えば、バイオ技術の適応
などが可能性としてありうる。
【０１１８】
　（記録媒体の種類） 
　第１実施形態では、記録媒体であるディスク１ は、再生専用の光ディスクを一例とし
て説明しているが、記録方式や記録媒体の形態などは限定されるものではない。また光ピ
ックアップ ２ やモーター３ なども、ディスク１ を前提として説明しているため必要な
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構成であるが、記録媒体の種類や形態が、半導体メモリカード等、他の構成になれば、必
要に応じて記録媒体の駆動手段や、記録媒体に対する信号の記録再生手段は、記録媒体に
適したものが用いられる。
【０１１９】
　（インタレース映像信号入力時） 
　第１実施形態におけるハイブリッドモニタ４００ 、６０Ｈｚ専用モニタ５００ は、明
示はしなかったが、インタレース映像信号を表示しうる能力を有している。そして、再生
装置における走査変換回路８は、インタレース映像信号の入力時において、これを６０Ｈ
ｚプログレッシブ映像信号に変換するのではなく、インタレース映像信号をそのままスル
ー出力してもよい。
【０１２０】
　（フレーム周波数） 
　第１実施形態乃至５実施形態では、出力映像信号周波数を２４フレーム／秒の整数倍と
６０フレーム／秒である場合について説明を行ったが、本発明は出力映像信号周波数が他
の値である場合にも適用可能である。例えば、音声信号と映像信号が同時に送られる放送
システムで多用されている６０／１．００１フレーム／秒と２４／１．００１フレーム／
秒の整数倍とに於いても、本発明の効果は同様に発揮できるものである。
【０１２１】
　（映像復調回路６、２４Hz－６０Hz変換回路７、走査変換回路８、６０Ｈｚ-２４Ｈｚ
変換回路９、２４Hz-４８Hz変換回路２１、６０Hz-４８Hz変換回路２２、２４Hz-７２Hz
変換回路２４、６０Hz-７２Hz変換回路２５）
　実施例中のこれら要素の説明中には解像度に関する記述はしておらず、フレーム周波数
変換のみ記述しているが、これらの要素が解像度変換機能を持っても、本発明の効果を持
つ事ができる。
【０１２２】
　例えば、これら要素が、標準画像解像度（縦４８０－横７２０画素）の画像をハイビジ
ョン規格解像度（縦１０８０－横１９２０画素）に変換する機能を持つ事により、ＤＶＤ
など標準画像度解像度をもつ映像信号をハイビジョン解像度を持つモニタに出画するよう
にする事も可能になる。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明に係る再生装置は、上記実施形態に内部構成が開示されており、この内部構成に
基づき量産することが明らかなので、資質において工業上利用することができる。このこ
とから本発明に係る再生装置は、産業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明に係る再生装置の使用行為についての形態を示す図
【図２】第１実施形態に於ける再生装置のブロック図
【図３】光ディスク１に記録される３種類の映像信号と、２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路７
の入出力とを示す図
【図４】１つのＡＶファイルの読み出しにより得られる信号のフレーム周波数が２４Ｈｚ
である期間と、６０Ｈｚである期間との混在を示す図
【図５】映像種別判別回路５による映像種別の判別と、走査変換回路８及び６０Ｈｚ－２
４Ｈｚ変換回路９の入出力とを示す図
【図６】モード設定ＧＵＩ生成部１７により生成されるＧＵＩを示す図
【図７】出力設定ＧＵＩ加算部１１により生成されるＧＵＩを示す図
【図８】再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の状態設定が
フィルムモード出力である場合の走査変換回路８ 、６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路９の入
出力と、スイッチ制御回路１９によるスイッチ制御とを対応づけて示す図
【図９】再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の出力周波数
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設定がビデオモードである場合、もしくは６０Ｈｚ専用モニタ５００である場合の２４Ｈ
ｚ－６０Ｈｚ変換回路７、走査変換回路８の入出力と、スイッチ制御回路１９によるスイ
ッチ制御と対応づけて示す図
【図１０】表示能力判定部１４、再生設定部１５、モード設定部１６、出力周波数設定部
１８、スイッチ制御回路１９による再生装置の全体制御の手順の一部を示すフローチャー
ト
【図１１】表示能力判定部１４、再生設定部１５、モード設定部１６、出力周波数設定部
１８、スイッチ制御回路１９による再生装置の全体制御の手順の他の一部を示すフローチ
ャート
【図１２】第２ 実施形態に係る再生装置の内部構成を示す図
【図１３】２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１及び６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の入出
力を現した図
【図１４】再生装置の接続相手がハイブリッドモニタ４００であり、再生装置の状態設定
がフィルムモードである場合の２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２１、走査変換回路８、６０
Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路２２の入出力と、スイッチ制御回路１９によるスイッチ制御と対
応づけて示す図
【図１５】第３実施形態に係る再生装置の内部構成を示す図
【図１６】２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路２４の入出力を現した図
【図１７】ワーニング発生部２７により生成されるＧＵＩを示す図
【図１８】映像信号の入力源が伝送媒体である場合の再生装置の内部構成を示す図
【図１９】映像信号の入力源がハードディスクである場合の再生装置の内部構成を示す図
【符号の説明】
【０１２５】
　　　　１　　光ディスク
　　　　２　　光ピックアップ
　　　　２ａ　ＤＶＤ用ピックアップ
　　　　２ｂ　ＢＤ用ピックアップ
　　　　３　　モーター
　　　　４　　復調回路
　　　　５　　映像種別判別回路
　　　　６　　映像復調回路
　　　　７　　２４Ｈｚ－６０Ｈｚ変換回路
　　　　８　　走査変換回路
　　　　９　　６０Ｈｚ－２４Ｈｚ変換回路
　　　１１　　ＧＵＩ加算部
　　　１１　　出力設定ＧＵＩ加算部
　　　１２　　ディジタル変換回路
　　　１３　　ＨＤＭＩ端子
　　　１４　　表示能力判定部
　　　１５　　再生設定部
　　　１６　　モード設定部
　　　１７　　モード設定ＧＵＩ生成部
　　　１８　　出力周波数設定部
　　　１９　　スイッチ制御回路
　　　２０　　表示周波数指示部
　　　２１　　２４Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路
　　　２２　　６０Ｈｚ－４８Ｈｚ変換回路
　　　２３　　表示周波数指示部
　　　２４　　２４Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路
　　　２５　　６０Ｈｚ－７２Ｈｚ変換回路
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　　　２６　　ワーニングＧＵＩ加算部
　　　２７　　ワーニング発生部
　　　３１　　受信アンテナ
　　　３２　　チューナー
　　　３３　　ハードディスク
　　２００　　再生装置
　　３００　　リモコン
　　４００　　ハイブリッドモニタ
　　５００　　６０Ｈｚ専用モニタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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